
小山町告示第１４１号

小山町サテライトオフィス設置事業費助成金交付要綱を次のように定める。

令和３年８月２４日

小山町長 池谷晴一

小山町サテライトオフィス設置事業費助成金交付要綱

（趣旨）

第１条 町長は、新型コロナウイルス感染症対策として企業等が取り組む多様な働き方を

促進し、本町における産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、町内に新たにサテラ

イトオフィスを設置する事業者に対し、予算の範囲内において小山町サテライトオフィ

ス設置事業費助成金（以下「助成金」という。）を交付するものとし、その交付に関し

ては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則（昭和５１年小山町規則第１号）及び

この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１）事業者 町外に本社を有し、会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規

定する会社又は町外に存在する個人事業主をいう。

（２）サテライトオフィス 事業者が拠点事務所から離れた場所に取得又は賃貸借した事

務所等を活用して設置した事務所であって、役員又は従業員が拠点事務所の業務を行

う就業場所たる事務所をいう。

（３）従業員 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険

者及びパートタイマーをいう。

（交付対象者）

第３条 助成金の交付の対象となる事業者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当するものとする。

（１）助成金申請時においてサテライトオフィスを設置した後、１年以上運用することが見

込まれる事業者であること。

（２）新たに設置するサテライトオフィスに役員又は従業員を２人以上置く事業者である

こと。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、交付対象者としな



い。

（１）小山町暴力団排除条例（平成２４年小山町条例第３号）第２条第３号に規定する暴力

団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に

基づく届出を要する事業又は公序良浴に反する事業を営む者

（３）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者

（４）その他町長が適当でないと認める者

（交付対象経費）

第４条 助成金の交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）及び助成金の

額は、次の表のとおりとする。

（交付の申請）

第５条 助成金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」という。）は、次に掲

げる書類を町長に提出しなければならない。

（１）小山町サテライトオフィス設置事業費助成金交付申請書(様式第 1号)

（２）会社にあっては会社概要、定款、登記事項全部証明書、前年度の財務諸表

（３）個人事業主にあっては、業務内容が確認できる資料、住民票の写し及び前年度の所

得を示す書類

（４）サテライトオフィスの賃貸借契約書又は売買契約書の写し

（５）賃貸借契約書にあっては賃借人の同意書

（６）助成金の交付対象経費に係る見積書の写し

（７）従業員名簿

（８）その他町長が必要と認める書類

２ 助成金の交付は、１事業者につき１回限りとする。

（交付の決定等）

交付対象経費 助成金の額

町内に新たにサテライトオフィスを設置する

事業（以下「サテライトオフィス設置事業」

という。）に係る建物の改修、購入又は新築

に要する経費

交付対象経費に 2分の 1を乗じて得た額以

内の額とし、100 万円を限度とする。ただ

し、助成金に 1,000 円未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。



第６条 町長は、前条に規定する申請があったときには、速やかにその内容を審査し、小

山町サテライトオフィス設置事業費助成金交付決定通知書（様式第２号）を申請者に通

知するものとする。

２ 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

（１）交付対象事業（以下「サテライトオフィス設置事業」をいう。）を中止し、又は廃

止しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

（２）交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこ

と。

（交付対象事業の変更等）

第７条 助成金の交付を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、交付対象事業

の内容に変更等が生じたときは、あらかじめ小山町サテライトオフィス設置事業費助成

金変更等交付申請書（様式第３号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。

２ 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町

サテライトオフィス設置事業費助成金変更等交付決定通知書（様式第４号）を交付決定

者に通知するものとする。

（流用の禁止）

第８条 交付決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。

（実績報告）

第９条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、交付

対象事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日

の属する年度の翌年度の３月３１日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければな

らない。

（１）小山町サテライトオフィス設置事業費助成金実績報告書(様式第５号)

（２）交付対象経費に係る請求書及び領収書の写し

（３）賃貸借の場合にあっては、賃貸借料の納入を証する書類の写し

（４）交付対象事業に係る事業着手前及び事業完成後の写真

（５）その他町長が必要と認める書類

（助成金の確定）

第１０条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当である



と認めたときは助成金の額を確定し、小山町サテライトオフィス設置事業費助成金交付

額確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。

（助成金の請求）

第１１条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受理してから７日以

内に小山町サテライトオフィス設置事業費助成金交付請求書（様式第７号）を町長に提

出するものとする。

（交付の決定の取消し等）

第１２条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。第１０条の規定により

助成金確定通知をした後においても同様とする。

（１）虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

（２）助成金交付の条件に違反したとき。

（３）助成金交付の対象経費以外に助成金を使用したとき。

（４）その他町長が不適正と認めるとき。

（報告の提出及び検査）

第１３条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況

に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させるこ

とができる。

（助成金の返還）

第１４条 町長は、助成金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、

小山町サテライトオフィス設置事業費助成金返還命令書（様式第８号）により期限を定

めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由によ

り町長が必要と認める場合は、この限りでない。

（１）交付対象事業の変更等を承認したとき。

（２）第１２条の規定により交付の決定の取り消し等を行ったとき。

（３）運用開始後１年以内にサテライトオフィスを閉鎖又は町外に移転したとき。

（書類の整備）

第１５条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳

簿等を設置し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から５年間保管しておかなけ

ればならない。



（その他）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。


